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他）は家庭からの届けを提出するか電話で連

絡をすること。

３．早退は家庭からの早退願（時刻，理由を記

入）を提出して許可を得る。緊急の場合はク

ラス担任に申し出て許可の手続きをとる。

４．休学または忌引きをする場合は所定の書類

を提出して，学校長の許可を受けること。

　　生徒忌引の日数

　　父　　母……７日　　祖父母，兄弟…３日

　　伯叔父母……２日　　曾祖父母………２日

　　その他親族…１日

　　父母のない場合の後見人は父母に準ずる。

☆　遠隔地に行く必要のある時は，実際に要

した日数を加える。

５． 本人が感染症にかかった時は，直ちに届

け出ること。

Ⅳ　校内生活について
１．午前８時30分までに登校すること。登校後

は許可なくして外出してはならない。

２．下校時刻は午後５時までである。ただし，

付添い教員のある場合は，午後８時までとす

る。上記の時刻以後残る必要ある時や，下校

時刻以後の校舎使用は，関係の先生を通じ所

定の手続きを経ること。

３．生徒手帳は必ず携行していること。

４．校舎，校具の使用については規定に従い取

り扱うこと。

５．食堂では割り込みや人にたのむことをせず，

食後は自分の食器は必ず始末する。また，歩

きながらの飲食は厳禁とする。

６．クラス，日直

（1）任　務

イ　学級内の環境の整備

ロ　学級内の秩序の維持

ハ　戸締り

（2）構　成

イ　クラスの者全員が交代でこれに当る。

（3）活　動

イ　午前８時30分までに登校し各 H.R の窓

の開閉，黒板，机，椅子および廊下の清

掃，整理を行い気持ちよく１日の授業を

受けられるようにする。

ロ　休み時間に窓の開閉，黒板の整備等絶

えず好ましい状態を維持する。

ハ　放課後，清掃当番の清掃を徹底させ戸

締まりを完備する。

ニ　１日の活動の状態，行動および感想を

学級日誌に記入し，クラス担任の先生に

提出する。

７．図書館利用規定

開 館 日　原則として登校日昼食時と放課後

（火曜日から金曜日までは 4時30分まで，

できる。

（4）予約　希望図書がすでに貸出されてい

るときは，予約をすることができる。

（5）延滞　督促をうけても返却しない場合

は貸出を停止する。

（6）紛失　図書を紛失・汚損したときは，

同一の図書または時価を弁償する。

購入希望　購入希望図書は所定用紙に記入し

て係に申し込むようにする。

Ⅴ　その他
１．交友関係は常に礼儀を守り，節度を保ち公

明にして健全であるように心がけること。

２．暴力はいっさい厳禁する。

３．乗用車及び単車での通学は禁止する。自転

車通学は届け出てステッカーを付けなければ

ならない。また，自転車保険には必ず加入し，

交通法規を遵守すること。

４．旅行は旅行届けを提出しなければならない。

（別紙旅行届けを使用のこと）

なお，次の点に留意すること。

（1） 旅行する場合は事前に綿密な計画を立

て，クラス担当および生活指導部の了承を

得ておくこと。

（2）旅行はすべて監督者の付添いが望ましい。

（3）次の旅行はしてはならない。

　監督者のいない登山，臨海

月曜日は 4時45分まで）開館する。ただし，

都合により休館または，時間変更をするこ

とがある。

館内閲覧
（1）一般書架の図書は自由閲覧。書庫の図

書は係の許可を得て閲覧する。

（2）鞄・袋物などの持ち物は荷物置き場に

置き，貴重品は身に付けて入館する。帽

子・防寒具等は脱ぐこと。

（3）館内での飲食は禁止する。

館外閲覧
（1）貸出　カウンターにある「図書館カー

ド」から自分のカードを探して本と一緒

に提出する。

　原則としてひとり３冊２週間（貸出日を

含まない）とする。

※３年生に関しては貸出を２学期末で終

了する。

（2）返却　図書館が開いている時はカウン

ターに本を持ってくること。図書館が閉

まっている時は外の返却ポストヘ入れて

もよい。２週間で読みきれなかった場合，

予約がなければ貸出延長をすることがで

きる。

（3）長期休暇中の貸出　夏休み・冬休み等

の長期休暇中は１冊余分に借りることが

５．アルバイトは，できる限り避けることが望

ましい。アルバイトをしたいときは，クラス

担任に届けを書面で提出すること。（別紙アル

バイト届け出用紙を使用のこと）

　　なお，下記の条件を満たしていなければな

らない。

（1）仕事の内容が高校生としてふさわしいも

のであること。

（2）報酬の使途を明確にしておくこと。

（3）その他，高校生としての本分にそむかな

いこと。
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東線，および大阪メトロ（ニュートラムを含

む）の全てが全面運休している場合は，生徒

は自宅待機すること。午前中の授業はありま

せん。

③　10時の時点で，ＪＲ大阪環状線・おおさか

東線，および大阪メトロ（ニュートラムを含

む）の全てが全面運休している場合は，「生徒

休業日」とし，生徒は登校しないこと。

④　10時の時点で，ＪＲ大阪環状線・おおさか

東線，および大阪メトロ（ニュートラムを含

む）の一つでも運行している場合は，午後の

授業が行われますので，13時15分のＳＨＲに

間に合うように登校すること。
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他）は家庭からの届けを提出するか電話で連

絡をすること。

３．早退は家庭からの早退願（時刻，理由を記

入）を提出して許可を得る。緊急の場合はク

ラス担任に申し出て許可の手続きをとる。

４．休学または忌引きをする場合は所定の書類

を提出して，学校長の許可を受けること。

　　生徒忌引の日数

　　父　　母……７日　　祖父母，兄弟…３日

　　伯叔父母……２日　　曾祖父母………２日

　　その他親族…１日

　　父母のない場合の後見人は父母に準ずる。

☆　遠隔地に行く必要のある時は，実際に要

した日数を加える。

５． 本人が感染症にかかった時は，直ちに届

け出ること。

Ⅳ　校内生活について
１．午前８時30分までに登校すること。登校後

は許可なくして外出してはならない。

２．下校時刻は午後５時までである。ただし，

付添い教員のある場合は，午後８時までとす

る。上記の時刻以後残る必要ある時や，下校

時刻以後の校舎使用は，関係の先生を通じ所

定の手続きを経ること。

３．生徒手帳は必ず携行していること。

４．校舎，校具の使用については規定に従い取

り扱うこと。

５．食堂では割り込みや人にたのむことをせず，

食後は自分の食器は必ず始末する。また，歩

きながらの飲食は厳禁とする。

６．クラス，日直

（1）任　務

イ　学級内の環境の整備

ロ　学級内の秩序の維持

ハ　戸締り

（2）構　成

イ　クラスの者全員が交代でこれに当る。

（3）活　動

イ　午前８時30分までに登校し各 H.R の窓

の開閉，黒板，机，椅子および廊下の清

掃，整理を行い気持ちよく１日の授業を

受けられるようにする。

ロ　休み時間に窓の開閉，黒板の整備等絶

えず好ましい状態を維持する。

ハ　放課後，清掃当番の清掃を徹底させ戸

締まりを完備する。

ニ　１日の活動の状態，行動および感想を

学級日誌に記入し，クラス担任の先生に

提出する。

７．図書館利用規定

開 館 日　原則として登校日昼食時と放課後

（火曜日から金曜日までは 4時30分まで，

できる。

（4）予約　希望図書がすでに貸出されてい

るときは，予約をすることができる。

（5）延滞　督促をうけても返却しない場合

は貸出を停止する。

（6）紛失　図書を紛失・汚損したときは，

同一の図書または時価を弁償する。

購入希望　購入希望図書は所定用紙に記入し

て係に申し込むようにする。

Ⅴ　その他
１．交友関係は常に礼儀を守り，節度を保ち公

明にして健全であるように心がけること。

２．暴力はいっさい厳禁する。

３．乗用車及び単車での通学は禁止する。自転

車通学は届け出てステッカーを付けなければ

ならない。また，自転車保険には必ず加入し，

交通法規を遵守すること。

４．旅行は旅行届けを提出しなければならない。

（別紙旅行届けを使用のこと）

なお，次の点に留意すること。

（1） 旅行する場合は事前に綿密な計画を立

て，クラス担当および生活指導部の了承を

得ておくこと。

（2）旅行はすべて監督者の付添いが望ましい。

（3）次の旅行はしてはならない。

　監督者のいない登山，臨海

月曜日は 4時45分まで）開館する。ただし，

都合により休館または，時間変更をするこ

とがある。

館内閲覧
（1）一般書架の図書は自由閲覧。書庫の図

書は係の許可を得て閲覧する。

（2）鞄・袋物などの持ち物は荷物置き場に

置き，貴重品は身に付けて入館する。帽

子・防寒具等は脱ぐこと。

（3）館内での飲食は禁止する。

館外閲覧
（1）貸出　カウンターにある「図書館カー

ド」から自分のカードを探して本と一緒

に提出する。

　原則としてひとり３冊２週間（貸出日を

含まない）とする。

※３年生に関しては貸出を２学期末で終

了する。

（2）返却　図書館が開いている時はカウン

ターに本を持ってくること。図書館が閉

まっている時は外の返却ポストヘ入れて

もよい。２週間で読みきれなかった場合，

予約がなければ貸出延長をすることがで

きる。

（3）長期休暇中の貸出　夏休み・冬休み等

の長期休暇中は１冊余分に借りることが

５．アルバイトは，できる限り避けることが望

ましい。アルバイトをしたいときは，クラス

担任に届けを書面で提出すること。（別紙アル

バイト届け出用紙を使用のこと）

　　なお，下記の条件を満たしていなければな

らない。

（1）仕事の内容が高校生としてふさわしいも

のであること。

（2）報酬の使途を明確にしておくこと。

（3）その他，高校生としての本分にそむかな

いこと。
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担任印理　　　由期間 保護者印
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